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〇

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省

・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し

た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
的
確
に
行

（
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
的
確
に
行

う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

第
二
十
九
条

法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

第
二
十
九
条

法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
（
同
号
に
規
定
す

外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
（
同
号
に
規
定
す

る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
二
条
第
五

る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
二
条
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
営
業
所
そ
の
他
の
施

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
営
業
所
そ
の
他
の
施

設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
を
当
該
外
国

設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者
を
当
該
外
国

所
在
為
替
取
引
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在
す
る
国
以
外
の
外
国
に

所
在
為
替
取
引
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在
す
る
国
以
外
の
外
国
に

置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
十
五
条
か

置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
十
五
条
か

ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
当

ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
当

該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態

該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態

に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置

（
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置

を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
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基
準
は
、
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当

基
準
は
、
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当

措
置
（
同
号
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

措
置
（
同
号
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
三
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要

及
び
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要

な
営
業
所
そ
の
他
の
施
設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管

な
営
業
所
そ
の
他
の
施
設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管

理
す
る
者
を
当
該
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
所
在
す
る
国
又

理
す
る
者
を
当
該
外
国
所
在
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
所
在
す
る
国
又

は
当
該
所
在
す
る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措

は
当
該
所
在
す
る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措

置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁

置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁

の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関

の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関

の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

の
適
切
な
監
督
を
受
け
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
的
確

（
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
係
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
的
確

に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

に
行
う
た
め
に
必
要
な
基
準
）

第
三
十
一
条
の
六

法
第
十
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

第
三
十
一
条
の
六

法
第
十
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
（

基
準
は
、
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
（

同
号
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

同
号
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

三
十
二
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
営
業

三
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
的
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
営
業

所
そ
の
他
の
施
設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る

所
そ
の
他
の
施
設
及
び
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る

者
を
当
該
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在
す

者
を
当
該
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
所
在
す
る
国
又
は
当
該
所
在
す

る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
に
関

る
国
以
外
の
外
国
に
置
き
、
か
つ
、
取
引
時
確
認
等
相
当
措
置
の
実
施
に
関

し
、
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当

し
、
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
職
務
に
相
当

す
る
職
務
を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督

す
る
職
務
を
行
う
当
該
所
在
す
る
国
又
は
当
該
外
国
の
機
関
の
適
切
な
監
督

を
受
け
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

を
受
け
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
取
引
時
確
認
等
を
的
確
に
行
う
た
め
の
措
置
）

（
取
引
時
確
認
等
を
的
確
に
行
う
た
め
の
措
置
）

第
三
十
二
条

［
略
］

第
三
十
二
条

［
同
上
］
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２

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
七
号
に
掲
げ

［
項
を
加
え
る
。
］

る
特
定
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
預
貯
金
取
扱
事
業
者
」
と
い
う

。
）
に
係
る
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は

、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

詐
欺
そ
の
他
の
犯
罪
若
し
く
は
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
に
利
用
さ
れ

、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
つ
い
て
、

当
該
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管

理
の
た
め
に
行
う
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
取
引
時
確
認
等
の
措
置
を
行
う
に
際
し
て
必
要
な
も

の
を
他
の
預
貯
金
取
扱
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
し
、

必
要
に
応
じ
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

３

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
（

２

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
（

国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る

国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
外
国
に
お
い
て
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
外
国
に
お
い
て
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
業
務
に
相
当
す
る
業
務
を
営
む
外
国
会
社
の
議
決
権
の
総
数
の
二
分

る
特
定
業
務
に
相
当
す
る
業
務
を
営
む
外
国
会
社
の
議
決
権
の
総
数
の
二
分

の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
直
接
若
し
く
は
間
接
に
有
し
、
又
は
外
国
に
お
い

の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
直
接
若
し
く
は
間
接
に
有
し
、
又
は
外
国
に
お
い

て
営
業
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
所
在
営
業
所
」
と
い
う
。
）
を

て
営
業
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
所
在
営
業
所
」
と
い
う
。
）
を

有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
、
令
及
び
こ
の
命
令
に
相
当
す
る
当
該
外
国
の

有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
、
令
及
び
こ
の
命
令
に
相
当
す
る
当
該
外
国
の

法
令
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
の
措
置
に
相
当
す
る
措
置
が
取
引
時
確
認

法
令
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
の
措
置
に
相
当
す
る
措
置
が
取
引
時
確
認

等
の
措
置
よ
り
緩
や
か
な
と
き
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定

等
の
措
置
よ
り
緩
や
か
な
と
き
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
第
一
項
（
当
該
特
定
事
業
者
が
預
貯
金

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各

取
扱
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
）
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

４

［
略
］

３

［
同
上
］

５

特
定
金
融
機
関
が
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
と
の
間
で
為
替
取
引
を
継
続

４

特
定
金
融
機
関
が
外
国
所
在
為
替
取
引
業
者
と
の
間
で
為
替
取
引
を
継
続

的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
為
替
取
引

的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
為
替
取
引

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
措
置
は
、
第
一
項
（
当
該
特
定
金
融
機
関
が
預
貯
金
取
扱
事
業
者
で

定
め
る
措
置
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
及
び
第
二
項
）
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次

置
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

６
・
７

［
略
］

５
・
６

［
同
上
］

８

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
外
国
所
在
暗
号
資
産
交
換
業
者
と
の
間
で
暗
号
資

７

［
同
上
］

産
の
移
転
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締

結
し
て
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
一
条
第
四
号

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

三

第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

９

［
略
］

８

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


